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資料編 

群馬県感染症対策連携協議会 

協議会設置日 2023(令和５)年６月15日 

群馬県感染症対策連携協議会 委員(計画策定時) 
 

氏名 団体名・職名 在任期間 

須藤 英仁 公益財団法人群馬県医師会 会長 R5.6.15～ 

川島 崇 公益財団法人群馬県医師会 副会長 R5.6.15～ 

佐野 公永 公益社団法人群馬県歯科医師会 常務理事 R5.6.15～ 

田尻 耕太郎 一般社団法人群馬県薬剤師会 会長 R5.6.15～ 

西松 輝高 一般社団法人群馬県病院協会 会長 R5.6.15～ 

萩原 京子 公益社団法人群馬県看護協会 
R5.6.15 

～R5.6.22 

神山 智子 公益社団法人群馬県看護協会 R5.6.22～ 

井田 伸一 一般社団法人群馬県臨床検査技師会 会長 R5.6.15～ 

齋藤 繁 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 病院長 R5.6.15～ 

徳江 豊 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 感染制御部長 R5.6.15～ 

林 俊誠 日本赤十字社前橋赤十字病院 感染症内科部長 R5.6.15～ 

古谷 忠之 一般社団法人群馬県老人福祉施設協議会 会長 R5.6.15～ 

服部 徳昭 公益社団法人群馬県老人保健施設協会 理事長 R5.6.15～ 

清水 聖義 群馬県市長会 会長 R5.6.15～ 

茂原 荘一 群馬県町村会 会長 R5.6.15～ 

清水 征己 群馬県消防長会 会長 R5.6.15～ 

大西 一徳 前橋市保健所長 R5.6.15～ 

後藤 裕一郎 高崎市保健所長 R5.6.15～ 

矢沢 和人 群馬県保健所長会 会長 R5.6.15～ 

猿木 信裕 群馬県衛生環境研究所 所長 R5.6.15～ 

唐木 啓介 群馬県健康福祉部 部長 R5.6.15～ 

(敬称略) 

 

群馬県感染症対策連携協議会 オブザーバー 

釜萢 敏 公益社団法人日本医師会 常任理事 

(敬称略) 
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策定経過 

群馬県感染症予防計画の策定の経緯は以下のとおりです。 

 

群馬県感染症対策連携協議会における検討過程 
 

開催年月日 内容 

2023(令和５)年６月15日 第１回群馬県感染症対策連携協議会 

・新型コロナウイルス感染症対策の振り返りを行った。 

2023(令和５)年６月30日 

～2023(令和５)年７月31日 

医療措置協定締結に向けた事前調査を実施。 

2023(令和５)年９月20日 

 

第２回群馬県感染症対策連携協議会 

・群馬県感染症予防計画の素案を示し議論を行った。 

2023(令和５)年11月17日 第３回群馬県感染症対策連携協議会 

・群馬県感染症予防計画の原案を示し議論を行った。 

2023(令和５)年12月19日 第４回群馬県感染症対策連携協議会(書面開催) 

・群馬県感染症予防計画のパブリックコメント案を示し

た。 

2023(令和５)年12月20日 

～2024(令和６)年１月18日 

パブリックコメントを実施。 

2024(令和６)年２月９日 第５回群馬県感染症対策連携協議会 

・案とパブリックコメントの回答を示し、議論を行った。 
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用語集 
 

番号 項目 説明 

1 法 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律を指す。 

2 ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画）→Do（実施）→Check（検証）→Action

（改善）により業務管理を行い、継続的に事業や施策

の改善を図る方法。 

3 感染症発生動向調査 
国内における感染症に関する情報の収集、分析並びに

国民及び医師等医療関係者への公表。 

4 
感染症発生動向調査

体制 
感染症発生動向調査を適切に実施するための体制。 

5 感染症指定医療機関 
法律で定められた特定の感染症に罹患した患者の入院

治療を行う医療機関。 

6 医師会等 県医師会、郡市医師会及び郡大医師会を指す。 

7 
患者等発生後の対応

時 

法第4章又は法第5章の規定による措置が必要とされる

状態。 

8 平時 患者発生後の対応時以外の状態。 

9 患者等 

患者のほか、無症状病原体保有者、感染症死亡（疑

い）者の死体、疑似症患者、新感染症にかかっている

と疑われる者若しくは新感染症の所見がある者のいず

れかを指す。 

10 無症状病原体保有者 
感染症の病原体を保有している者であって当該感染症

の症状を呈していないもの。 

11 疑似症患者 

一類、二類(急性灰白髄炎、ジフテリアを除く。)感染

症、新型インフルエンザ等感染症の疑似症を呈す者

で、法第12条の届出の対象となる者。 

12 市町村 県内35市町村を指す。 

13 健康危機管理 

医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因

により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に

対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療

等に関する業務。 

14 県等 県及び保健所設置市を指す。 

15 衛生環境研究所 群馬県衛生環境研究所を指す。 
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16 
新型インフルエンザ

等感染症等 

新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感

染症を含む)、指定感染症及び新感染症を指す。ま

た、本計画では、新興感染症（番号25）という。 

17 

新型インフルエンザ

等感染症等に係る発

生等の公表 

法第44条の２第１項、第44条の７第１項又は第44条の

10第１項の規定にされる新型インフルエンザ等感染

症、指定感染症及び新感染症の発生及び実施する措置

等に関する情報の公表のこと。 

18 

新型インフルエンザ

等感染症と認められ

なくなった旨の公表

等 

法第36条の２第１項及び第63条の４に規定されるもの

を指し、法第44条の２第３項若しくは第44条の7第３

項の規定による公表又は第53条第１項の規定により政

令で定める期間の終了までのこと。 

19 

新型インフルエンザ

等感染症等発生等公

表期間  

上記に記述する番号17が行われたときから番号18が行

われるまでの間。 

20 高齢者福祉施設 

老人福祉施設。老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援セ

ンターをいう。 

21 
保険医療機関又は保

険薬局 

健康保険法第64条及び第65条に規定される保健医療機

関を指す。 

22 公的医療機関等 

法第36条の２第１項に規定する公的医療機関等を指

し、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法

第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する医療機

関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者

健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関

であって厚生労働省令で定めるもの。 

23 地域医療支援病院 医療法第４条に規定する地域医療支援病院を指す。 

24 特定機能病院 医療法第４条の２に規定する特定機能病院を指す。 

25 新興感染症 
新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染

症を指す。 

26 獣医療関係者 獣医師・愛玩動物看護師等を指す。 
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27 動物等取扱業者 

法第５条の２第２項に規定する動物又はその死体の輸

入、保管、貸出し、販売又は遊園地、動物園、博覧会

の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若し

くは場所における展示を業として行う者を指す。 

28 畜産農業者 

乳用牛、肉用牛、馬、鹿、豚、いのぶた、いのしし、

めん羊、やぎ、にわとりなどの飼養、ふ卵、育すうに

従事するもの。 

29 動物等 動物及びその死体を指す。 

30 個別接種 
市町村長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾

した医師が医療機関で行う予防接種。 

31 検案 医師が死体の外表を検査し死因等を判定すること。 

32 知事等 県及び保健所設置市の長を指す。 

33 積極的疫学調査 
法第15条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原

因の調査のこと。 

34 疑似症 

法第14第1項に規定されるものを指し、発熱、呼吸器

症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症

を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められ

ている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準

ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と

診断することができないと判断したもの。 

35 医療機関等 
医療法第１条の２第１項に規定する医療提供施設をい

う。 

36 食品媒介感染症 
食品により媒介 される感染症。腸管出血性大腸菌感

染症などがある。 

37 感染症媒介昆虫等 感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等。 

38 蚊を介する感染症 

蚊媒介感染症。病原体を保有する蚊に刺されることに

よって起こる感染症のこと。主な蚊媒介感染症には、

ウイルス疾患であるデング熱、チクングニア熱、ジカ

ウイルス感染症、日本脳炎等がある。 

39 野鳥等の死亡鳥類 死亡又は衰弱した野鳥等及びその排泄物。 

40 ＨＥＲ-ＳＹＳ 

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シス

テム。Health Center Real-time information-

sharing System on COVID-19。保健所等の業務負担軽

減及び保健所・都道府県・医療機関等をはじめとした

関係者間の情報共有・把握の迅速化を図るために開発
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され、2020年５月末から2023年9月30日まで運用され

た。 

41 対人措置 
法第４章に規定する健康診断、就業制限及び入院等の

措置。 

42 対物措置 法第５章に規定する消毒等の措置。 

43 物件に対する措置 法第29条に定める措置。 

44 

建物への立入制限又

は封鎖、交通の制限

及び遮断等の措置 

法第32条及び第33条に定める措置 

45 国立感染症研究所 

厚生労働省の施設等機関。感染症に関する厚生労働行

政施策についての科学的根拠の提供感染症健康危機の

予防・防止と発生時の対応・対策を担う。 

46 

国立研究開発法人国

立国際医療研究セン

ター 

厚生労働省所管の独立行政法人。感染症・免疫疾患並

びに糖尿病・代謝疾患等に関する研究や高度総合医療

を提供するとともに、医療の分野における国際協力や

医療従事者の人材育成を行う。 

47 国立保健医療科学院 

厚生労働省の施設等機関。保健、医療、福祉に関係す

る職員などの教育訓練や、それらに関連する調査及び

研究を行う。 

48 
国立研究開発法人日

本医療研究開発機構 

内閣府所管の独立行政法人。医療分野の研究開発及び

その環境の整備の実施、助成等の業務を行う。 

49 薬剤耐性菌 
薬剤耐性（特定の種類の抗菌薬等の抗微生物剤が効き

にくくなる、又は効かなくなること）をもった細菌。 

50 厚生労働省令 

厚生労働大臣が法律若しくは政令を施行するため、又

は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、厚生労

働省から発せられる命令。 

51 検査等措置協定 
法第36条の６第1項に定める民間検査機関又は医療機

関との検査等措置協定。 

52 県医療審議会 群馬県医療審議会を指す。 

53 医療審議会 

都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医

療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議

する。 

54 二次医療圏 
医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第２項第

14号に規定する区域をいう。 
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55 
新型コロナウイルス

感染症 

新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月に中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力

を有することが新たに報告されたものに限る。）であ

るものに限る。）（ＣＯＶＩＤ-19）による急性呼吸

器症候群。 

56 個人防護具 
着用することによって病原体等にばく露することを防

止するための個人用の道具をいう。 

57 クラスター 小規模な患者の集団。 

58 ＤＭＡＴ 

Disaster Medical Assistance Teamの略。災害急性期

に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医

療チームのこと。 

59 ＥＣＭＯ 
Extra Corporeal Membrane Oxygenationの略。人工肺

とポンプを用いた体外循環回路による治療。 

60 基幹災害拠点病院 

災害拠点病院は、大規模災害において発災初期より被

災地内での迅速な医療活動の拠点となる病院。 

基幹災害拠点病院は、各医療圏に対応する地域災害拠

点病院の中心となる。 

61 宿泊施設 

法第44条の３第２項（法第44条の９第１項の規定に基

づく政令によって準用される場合を含む。）又は法第

50条の２第２項に規定する宿泊施設をいう。 

62 感染症対策物資等 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な

医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資並びにこ

れらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物

資及び資材。 

63 各種個人防護具 
サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガ

ウン、フェイスシールド、滅菌手袋の5物資を指す。 
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64 ＩＨＥＡＴ 

Infectious disease Health Emergency Assistance 

Teamの略。感染症のまん延等の健康危機が発生した場

合に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援

する仕組み。 

65 外出自粛対象者 

法第50条の２第1項又は第２項に規定される、新感染

症にかかっていると疑うに足る正当な理由のある者又

は新感染症の所見のある者で、居宅若しくはこれに相

当する場所から外出しないことの協力を求められたも

のを指す。 

66 ＩＣＭＡＴ 

Infection Control Medical Assistance Teamの略。

群馬県独自の取組として、高齢者施設、福祉施設、医

療機関等において、入所者等に陽性患者が発生した場

合に、施設内の感染拡大を防止するため、施設での感

染対策の助言や支援を行う機動的なチームを設置。感

染症指定医療機関の医師、看護師、業務調整員（感染

症専門医、感染管理認定看護師及びＤＭＡＴ等）及び

保健所職員等で編成される。 

67 
実地疫学専門家養成

コース 

Field Epidemiology Training Program : ＦＥＴＰ。 

感染症危機管理事例を迅速に探知して適切な対応を実

施するためのコアとなる実地疫学者を養成するコー

ス。 

68 ＩＣＮ 感染管理認定看護師で日本看護協会が認定。 

69 ＦＥＴＰ－Ｊ Field Epidemiology Training Program Japanの略。 

70 ＤＰＡＴ 

Disaster Psychiatric Assistance Teamの略。自然災

害や航空機・列車事故、犯罪事件などの集団災害の

後、被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動

の支援を行う専門的なチーム。 

71 特定病原体等 
一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種

病原体等をいう。 

72 生物テロ 

生物剤(微生物であって、人、動物若しくは植物の生

体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、

若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するもの)が

テロリストの兵器として使用される事案。 
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73 
ＤＯＴＳ(直接服薬

確認療法) 

Directly Observed Treatment Short course の略。患

者が適切な用量の薬を服用するところを医療従事者等

が目の前で確認し、治癒するまで経過を観察する治療

方法。 

74 高危険群 
65歳以上の高齢者、各種の基礎疾患を有する者等を指

す。 

75 動物由来感染症 

鳥インフルエンザをはじめとする同一の病原体によ

り、ヒトとヒト以外の脊椎動物の双方が罹患する感染

症。人獣共通感染症。 

76 
ワンヘルス・アプロ

ーチ 

人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な

課題に対し、関係者が連携して解決に向けて取り組む

ことをいう。 

 

 


